
在校生用

別紙　『口座振替依頼書』について  

 

 

令和７年４月から、学校給食費は長沼町の公会計として議会の承認を得て予算を編成

し、その枠内で管理をはじめております。公会計の運用にあたり、令和８年４月から、

給食費の口座振替に利用できる金融機関の拡大をします。 

つきましては、下記①②の項目に当てはまる場合は、令和７年１０月２２日（水）までに、

別添様式「口座振替依頼書（複写式）」を一緒に配布した封筒に必要事項を記入し、在籍

する小中学校へ提出してください。 

今回の口座振替依頼書提出による口座の変更は、令和８年４月以降の振替から適用と

なる予定です。 

 

 

　給食費の口座振替は、代金回収会社（株式会社ＨＤＣワイドネットセンター）に依頼

する予定です。この会社は、現在、小学校と中学校が口座振替を行っている会社と同じ

会社です。契約者（長沼町）が同じため、現在小中学校で口座振替を利用し、かつ口座

情報を変更しない場合は、今回の「口座振替依頼書」の提出は不要です。 

以下の①②に該当する方は、口座振替依頼書の提出をお願いします。 

①金融機関を変更する場合 

今年度口座振替で利用している口座を、令和８年度から変更希望の方は、口座振替依

頼書の提出をお願いします。 

＊利用可能金融機関＊＊＊＊ 

全国都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、 

農業協同組合、労働金庫、ゆうちょ銀行、商工中金、信漁連 

②ながぬま農協を利用している場合 

今年度、ながぬま農協から口座振替をしていて、令和８年度も今と同じ口座の利用を

希望する場合も、口座振替依頼書の提出をお願いします。 

今までは、ながぬま農協と学校が直接手続きを行っていましたが、今後はワイドネッ

ト経由での扱いに変更するためです。（組勘は普通口座の番号で記入してください。） 

お手数ですが、手続きにご協力をお願いします。 

○わからないことがある場合 

給食センター（0123-88-2385 担当：田原）までお問い合わせください。



【在校生用】

『口座振替依頼書』の記入について

この依頼書は、令和８年度以降の口座振替に利用する口座について

①現在利用する金融機関を変更する場合、または、②ながぬま農協を継続して利用する場合

上記２点について、該当する方のみ提出していただくものです。

には、金融機関お届出印を必ずクッキリ押印ください。

は捨て印で、ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合は、必ず押してください。

【提出先】在籍する学校へ、専用封筒に入れて提出してください。

記 入 不 要

【ゆうちょ以外はここに】
ゆうちょ銀行以外を利用す

る場合は、この黄色の枠内

に記入し、枠外に捨て印を

押してください。

利用する通帳に記載の氏名

を記入してください。

氏名ﾌﾘｶﾞﾅも忘れずに記入

してください。

【ゆうちょ銀行はここに】
「記号」「番号」で青枠内に

記入してください。


